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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーフィルター層が形成されているドット領域を有し、
　光源から出射された光を透過させることにより情報表示を行う透過領域を、前記ドット
領域に有する液晶表示装置において、
　前記透過領域のカラーフィルター層に、透過率が色層より高い領域である第１領域が形
成され、
　前記透過領域に、入射する光の強度を検出する光検出素子が形成され、
　前記光検出素子に入射する光は、前記第１領域を通過して前記光検出素子に直接入射し
、
　反射板が形成され、当該反射板で光を反射させることにより情報表示を行う反射領域を
、前記ドット領域に含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向して配置され、
　前記光検出素子は第１の基板に形成され、
　前記カラーフィルター層は第２の基板に形成され、
　前記カラーフィルター層に形成されている前記第１領域は、前記光検出素子の受光部に
対向する位置に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向して配置され、
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　前記光検出素子、および前記カラーフィルター層は第１の基板に形成され、
　前記カラーフィルター層は、前記光検出素子の上層に形成されており、
　前記カラーフィルター層に形成されている前記第１領域は、前記光検出素子の受光部の
直上に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記光検出素子は、複数の回路素子が並設されてなり、
　前記複数の回路素子のそれぞれの間には隙間が設けられていることを特徴とする請求項
２又は３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　液晶層を介して対向配置された第１の基板と第２の基板のうち第１の基板の外側に光源
が設けられており、
　前記光源と前記光検出素子との間に、前記光源から発光される光を遮光する遮光層が形
成されており、
　前記遮光層は、前記光検出素子を介して、前記第１領域と対向する領域に形成されてい
ることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルター層が並設され
、
　前記複数のカラーフィルター層のそれぞれに前記第１領域が形成され、
　前記光検出素子は、前記第１領域のそれぞれに対向するように前記第１の基板に設けら
れていることを特徴とする請求項２～５の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルター層が並設され
、
　前記複数のカラーフィルター層における１箇所に前記第１領域が形成され、
　前記光検出素子は、前記第１領域に対向するように前記第１の基板に設けられているこ
とを特徴とする請求項２～５の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　異なる波長の光を透過する前記複数のカラーフィルター層は、赤色光を透過する赤色フ
ィルターと、緑色光を透過する緑色フィルターと、青色光を透過する青色フィルターとで
あり、
　前記第１領域は前記青色フィルターに形成されていることを特徴とする請求項７に記載
の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記反射領域の前記カラーフィルター層に他の透過率が色層より高い領域である第２領
域が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記ドット領域がマトリクス状に形成されている表示領域を備えていることを特徴とす
る請求項１～９の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか１項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光センサー素子を備えた液晶表示装置及び電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、高機能化、低消費電力化に対応するためさまざまな開発がされている
。例えば、各画素を構成するドットに反射膜が存在する領域（反射領域）と、反射膜が存
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在しない領域（透過領域）とを設け、画像や動画などの表示方式を切り替えることができ
る液晶表示装置が開発されている。この液晶表示装置は、上基板および下基板を備え、何
れかにカラーフィルターが形成されている。そして、前記下基板側にはバックライトなど
の光源が設けられている。
【０００３】
　前記液晶表示装置では、明るい場所では前記反射領域を用いた反射モードが利用される
。前記反射モードでは、前記上基板側から入射する外光が前記反射領域で反射し、前記上
基板側に出射することにより、前記液晶表示装置の表示画面に画像や動画などが表示され
る。一方、前記液晶表示装置では、暗い場所では前記透過領域を用いた透過モードが利用
される。透過モードでは、バックライトから発光された光が前記下基板側から入射し、前
記透過領域を透過し、前記上基板側に出射することにより、前記液晶表示装置の表示画面
に画像や動画などが表示される。このため、前記液晶表示装置は、暗い場所でのみバック
ライトの光を利用するため、バックライトの消費電力を低減することができる。
【０００４】
　しかしながら、前記液晶表示装置から出射される光は、前記反射モードでは、前記上基
板側から入射する外光を前記反射領域で反射し、前記上基板側に出射するため、カラーフ
ィルターを２回透過することになる。一方、透過モードでは、バックライトが発光する光
は、前記下基板側から入射し、前記透過領域を透過し、前記上基板側に出射するため、カ
ラーフィルターを１回透過することになる。このため、反射領域と透過領域とで同じレジ
スト材料を用いた場合、反射領域を出射する光と、透過領域を出射する光とで色の濃淡が
生じることになる。
【０００５】
　そこで、特許文献１には、反射領域内のカラーフィルターに非着色領域を設ける液晶表
示装置が記載されている。
【０００６】
　特許文献１に記載の液晶表示装置によると、反射モードの際にカラーフィルターを２回
透過することによって得られる光は、前記非着色領域を透過する着色されない光と、着色
領域を透過する着色された光とが重畳されたものとなる。一方、透過モードの際に前記バ
ックライトから発光されカラーフィルターを１回透過することにより得られる光は、すべ
て着色領域を透過し、着色された光となる。このように、反射モードの際にカラーフィル
ターを２回透過して得られる光と、透過モードの際にカラーフィルターを１回透過して得
られる光との色の濃淡差を小さくすることができる。従って、特許文献１に記載の液晶表
示装置によると、視認性の高い表示を得ることができる。
【０００７】
　さらに、近年では、各画素に光センサー素子を備えることにより、光入力機能を備えた
液晶表示装置の開発が行われている。前記液晶表示装置は、前記光入力機能を備えること
により、表示動作に加えて、撮像動作や制御動作を行うことが可能となる。具体的には、
タッチパネル機能、スキャナー機能、カメラ機能、指紋センサー機能を備えた液晶表示装
置を実現することができる。また、前記液晶表示装置によると、光センサー素子の受光量
が小さい場合は、周囲が暗いと認定し、バックライトを動作させることも可能となる。
【０００８】
　特許文献２には、反射電極が形成された反射表示部に光センサー素子を形成し、カラー
フィルターにおける前記光センサー素子に対応する領域に開口部を形成する液晶表示装置
が記載されている。特許文献２に記載の液晶表示装置によると、光センサー素子に入射す
る光は、開口部を通過することになる。すなわち、前記光センサー素子に入射する光は、
カラーフィルターで吸収されないため、前記光センサー素子の感度の低下が抑制された液
晶表示装置を実現することができる。
【０００９】
　これについて、図６、図７を用い説明する。
【００１０】
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　図６は、透過領域と反射領域とを備え、反射領域に光センサー素子を備えた画素の平面
図である。また、図７は、図６におけるＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【００１１】
　図６に示すように、絵素１０３は、赤色カラーフィルターが形成された画素１０３Ｒと
、緑色カラーフィルターが形成された画素１０３Ｇ、および青色カラーフィルターが形成
された画素１０３Ｂとからなる。画素１０３Ｒ・１０３Ｇ・１０３Ｂのそれぞれは、透過
領域と反射領域とを備え、前記それぞれの反射領域には開口部１２２ｂが形成されている
。そして、前記それぞれの開口部１２２ｂの領域内には光センサー素子１１４が形成され
ている。
【００１２】
　図７に示すように、絵素１０３においては、第１基板１１１と第２基板１２１とが液晶
層１１７を介在させ、対向配置されている。反射領域の第１基板１１１上には、光センサ
ー素子１１４を形成する位置に対応させて遮光膜１１２が局所的に形成されている。さら
に、遮光膜１１２を覆うように第１基板１１１上に絶縁膜１１３が形成されている。そし
て、絶縁膜１１３を介して遮光膜１１２の直上に光センサー素子１１４が形成されている
。また、光センサー素子１１４を覆うように絶縁膜１１５が形成され、絶縁膜１１５上に
は反射電極１１６が形成されている。反射電極１１６には、光センサー素子１１４の直上
に開口領域が形成されている。
【００１３】
　また、第１基板１１１に対向配置された第２基板１２１上にはカラーフィルター１２２
が形成されている。反射領域のカラーフィルター１２２には開口部１２２ｂが形成されて
いる。開口部１２２ｂは、反射電極１１６の前記開口領域を介して、光センサー素子１１
４と対向する位置に形成されている。さらに、開口部１２２ｂを覆うようにマルチギャッ
プ形成用の透明樹脂１２３が形成されている。
【００１４】
　これにより、第２基板１２１から入射し、カラーフィルター１２２および液晶層１１７
を通過した光を、反射電極１１６が反射することによって、反射モードでの表示が行われ
る一方、第２基板１２１から光センサー素子１１４に入射する光は、前記開口部１２２ｂ
を通過することになる。このため、カラーフィルター１２２により光の強度が低減するこ
とを防ぐことができるため、光センサー素子１１４の感度の低下を抑制することができる
。
【００１５】
　しかしながら、特許文献２に記載の構成では、光センサー素子１１４を反射領域に形成
するため、光センサー素子１１４を設ける領域を反射領域に確保しなければならない。こ
のため、反射領域の面積が大きくなってしまうので、透過領域の面積が狭くなり、結果と
して透過領域の開口率が低下してしまうという問題がある。
【００１６】
　一方、透過領域内に光センサー素子を形成することも考えられるが、この場合には、外
部から入射する光がカラーフィルターを透過して前記光センサー素子に入射することにな
る。そうすると、既に説明したように、光センサー素子の受光感度が低下してしまう。こ
のため、光センサー素子の受光感度を向上させるために、光センサー素子の面積を大きく
しなければならず、透過領域の開口率が低下してしまうという問題が生じる。
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００３－１７７３９７号公報」（２００３年
６月２７日公開）
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００６－３３０５７８号公報」（２００６年
１２月７日公開）
【発明の開示】
【００１７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光検出素子を備え
、透過領域の開口率の低下を抑制した液晶表示装置および電子機器を提供することにある
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。
【００１８】
　本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、カラーフィルター層が形成され
ているドット領域を有し、光源から出射された光を透過させることにより情報表示を行う
透過領域を、前記ドット領域に有する液晶表示装置において、前記透過領域のカラーフィ
ルター層に透過率が色層より高い領域である第１領域が形成され、前記透過領域に、入射
する光の強度を検出する光検出素子が形成され、前記光検出素子に入射する光は、前記第
１領域を通過して前記光検出素子に直接入射することを特徴としている。
【００１９】
　前記構成により、液晶表示装置に対する外光は、前記第１領域を透過して、前記光検出
素子に直接入射する。すなわち、前記光検出素子に入射する光は前記カラーフィルター層
を透過することなく、前記光検出素子に直接入射する。このため、前記カラーフィルター
を透過することにより、前記光検出素子に入射する光の強度が低下することを抑制するこ
とができる。いいかえると、前記光検出素子の受光感度の低下を抑制することができる。
このため、前記カラーフィルター層に前記第１領域が形成されていない場合と比較して、
前記光検出素子の面積を小さくすることができる。従って、光検出素子を備え、透過領域
の開口率の低下を抑制した液晶表示装置を実現することができる。
【００２０】
　ここで、前記透過率が色層より高い領域である第１領域は、４００ｎｍから７００ｎｍ
までの波長領域に対して、好ましくは全範囲で８０％以上の透過率、更に好ましくは全範
囲で９０％以上の透過率であることが望ましい。
【００２１】
　前記第１領域の透過率が高いほど、上述したように、前記光検出素子の面積をより小さ
くすること（面積縮小）が可能になる。また、特定の可視光波長に対して透過率の大小が
あり、着色している場合、反射表示に該着色が重畳し、反射表示の色味を損なう。そのた
め、前記第１領域は、可視光波長領域である４００ｎｍから７００ｎｍの波長領域に対し
て、おしなべて透過率が高いことが望ましい。
【００２２】
　なお、液晶表示装置に対する外光とは、液晶表示装置が置かれた環境における周囲光、
すなわち、太陽光および照明光などが含まれ、さらに、液晶表示装置が内蔵する光源が発
した光が、カラーフィルター層の近くに配された情報読み取り対象の原稿などで反射され
た光なども含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の一形態に係る液晶表示装置の要部構成を表し、図２におけるＡ－
Ａ’矢視断面図である。
【図２】上記液晶表示装置の絵素の要部構成を表す平面図である。
【図３】上記液晶表示装置の要部構成を表す平面図である。
【図４】本発明の他の実施の形態に係る液晶表示装置の絵素の要部構成を表す平面図であ
る。
【図５】本発明の他の実施の形態に係る液晶表示装置の絵素の要部構成を表す断面図であ
る。
【図６】従来技術を表し、液晶表示装置の絵素の要部構成を表す平面図である。
【図７】図６に示す液晶表示装置におけるＢ－Ｂ’矢視断面図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　　　液晶表示装置
　２　　　表示画面（表示領域）
　３　　　絵素（ドット領域）
　３Ｂ　　画素
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　３Ｇ　　画素
　３Ｒ　　画素
　４　　　絵素（ドット領域）
　１０　　第１の基板
　１２　　遮光レイヤー（遮光層）
　１４　　ライトセンサー（光検出素子）
　１４ａ　受光部
　１５　　有機絶縁膜
　１６　　反射電極（反射板）
　１８　　第１の基板
　２０　　第２の基板
　２２　　カラーフィルター（カラーフィルター層）
　２２ａ　開口部（第１領域、非着色領域）
　２２ｂ　開口部（第２領域、他の非着色領域）
　２５　　第２の基板
　３０　　絵素（ドット領域）
　３０Ｇ　画素
　３０Ｒ　画素
　４０　　バックライト（光源）
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の一実施形態について図１～図４に基づいて説明すると以下の通りである。
【００２６】
　〔液晶表示装置の構成〕
　まず、図１～図３を用い、液晶表示装置１の概略構成について説明する。
【００２７】
　図３は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置１の概略を表す平面図である。
【００２８】
　図３に示すように、液晶表示装置１は静止画、動画、文字など（以下、画像などと略記
する）の表示を行う表示画面２を有している。表示画面２は、複数の絵素（ドット領域）
３がマトリクス状に形成されている。そして、絵素３は、複数の画素（サブピクセル）が
並設されてなり、例えば、赤色カラーフィルターが形成された画素３Ｒ、青色カラーフィ
ルターが形成された画素３Ｂ、および緑色カラーフィルターが形成された画素３Ｇからな
る。すわなち、表示画面２は全体に、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇがマトリクス状に配置されて
いる。なお、カラーフィルターについては後述する。
【００２９】
　図２は、図３に示す液晶表示装置１の表示画面２における絵素３の概略を表す平面図で
ある。
【００３０】
　図２に示すように絵素３の画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのそれぞれは、反射領域と、透過領域
とを有する。そして、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのそれぞれの透過領域には、透過率が色層よ
り高い領域である開口部（第１領域、非着色領域）２２ａが形成されており、反射領域に
は他の透過率が色層より高い領域である開口部（第２領域、他の非着色領域）２２ｂが形
成されている。そして、開口部２２ａ内には、後述するライトセンサー（光検出素子）の
受光部１４ａが形成されている。
【００３１】
　図１は、図２に示すＡ－Ａ’矢視断面図である。
【００３２】
　図１に示すように、絵素３は、第１の基板１０と、カラーフィルター２２が形成された
第２の基板２０とが液晶層１７を介在させ、対向して配置されている。また、絵素３の反
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射領域には、反射電極１６が形成されている。すなわち、絵素３において、反射領域は反
射電極が形成されている領域である。そして、絵素３において、反射電極１６が形成され
ていない領域が透過領域である。そして、第１の基板１０の下側（第２の基板が配される
側とは逆側）にはバックライト４０が光源として設けられている。
【００３３】
　ここで、反射領域は、液晶表示装置１が反射モードで画像などの表示を行う際に使用さ
れる領域である。反射モードとは、液晶表示装置１の周囲から液晶表示装置１に入射する
光を、前記反射電極１６で反射させ、液晶層１７を往復させることにより、画像などを表
示画面２（図３参照）に表示させる表示モードである。
【００３４】
　また、透過領域は、液晶表示装置１が透過モードで画像などの表示を行う際に使用され
る領域である。透過モードとは、液晶表示装置１が内蔵する光源、すなわちバックライト
４０から発光される光が、前記透過領域を透過することにより画像などが表示画面２（図
３参照）に表示される表示モードである。
【００３５】
　開口部２２ａは、透過領域のカラーフィルター２２に形成されている。そして、透過領
域の第１の基板１０にはフォトダイオードからなるライトセンサー（光検出素子）１４が
形成されている。ライトセンサー１４は、入射する光を受光するための受光部１４ａを有
する。この受光部１４ａは、第１の基板１０における上記開口部２２ａと対向する位置に
形成されている。ライトセンサー１４は、受光部１４ａに入射する光を検出し、前記受光
した光の強度を検出し、電気信号として外部に出力する。
【００３６】
　なお、図には示さないが、第１の基板１０の下面、および第２の基板２０の上面には偏
光板が形成されている。また、前記反射領域にはＴＦＴなどのスイッチング素子が形成さ
れている。また、液晶表示装置１は、カラーフィルター２２が第１の基板１０側に形成さ
れる構成（ＣＦオンアレイ）であってもよい（詳細は後述する）。しかしながら、本実施
の形態のように、液晶表示装置１において、ライトセンサー１４を第１の基板１０に形成
し、カラーフィルター２２を第２の基板２０に形成することにより、それぞれを形成する
工程を別工程にすることができる。このため、液晶表示装置１の製造時間を短縮すること
ができる。
【００３７】
　〔透過領域〕
　次に、図１を用い、本実施の形態にかかる液晶表示装置１の絵素３における透過領域の
具体的な構成および作用効果について説明する。
【００３８】
　図１に示すように、絵素３の透過領域の第１の基板１０では、基板１１上に、後述する
遮光レイヤー（遮光層）１２が、ライトセンサー１４を形成する位置に対応させて局所的
に形成されている。そして、遮光レイヤー１２を覆うように絶縁膜１３が形成されている
。さらに、絶縁膜１３を介在させて、遮光レイヤー１２の上層にライトセンサー１４が形
成されている。そして、ライトセンサー１４を覆うように有機絶縁膜１５が形成されてい
る。また、図には示さないが有機絶縁膜１５の上層にはＩＴＯからなる透明電極が形成さ
れている。
【００３９】
　さらに、透過領域の第２の基板２０では、基板２１の下層（第１の基板１０側）にカラ
ーフィルター２２が形成されており、カラーフィルター２２には開口部２２ａが形成され
ている。開口部２２ａは、ライトセンサー１４の受光部１４ａに対向する領域に形成され
ている。
【００４０】
　本実施の形態のように、カラーフィルター２２における、ライトセンサー１４の受光部
１４ａに対向する領域に開口部２２ａを設けることにより、第２の基板２０側の外光が開
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口部２２ａを通過して、受光部１４ａで受光されることになる。すなわち、第２の基板２
０側から入射する外光は、カラーフィルター２２を通過せず、ライトセンサー１４に直接
入射する。このため、ライトセンサー１４に入射する光の強度が、カラーフィルター２２
により低下することを抑制することができる。すなわち、ライトセンサー１４の受光感度
の低下を抑制することができる。
【００４１】
　従って、開口部２２ａを設けない場合と比較して、ライトセンサー１４の面積を小さく
することができる。このため、透過領域の開口率が高く、明るい液晶表示装置１を構成す
ることができる。
【００４２】
　また、例えば、ライトセンサー１４を反射領域に設けた場合、反射領域の面積を広くす
る必要がある。一方、本実施の形態のように、ライトセンサー１４を透過領域に設けるこ
とにより、必要以上に反射領域の面積を広くする必要がない。このため、ライトセンサー
１４を反射領域に設ける場合と比較して、透過領域の開口率を上げることができる。
【００４３】
　なお、透過領域にライトセンサー１４を設けることにより、反射領域にライトセンサー
１４を設けた場合と比較して、反射領域の開口率、反射領域および透過領域を合わせた開
口率（総合開口率）は低下することになるが、透過領域の開口率を上げることができるた
め、液晶表示装置１の実用範囲を広げることができる。
【００４４】
　また、ライトセンサー１４は、例えば、図には示さないが、ダイオード、トランジスタ
、キャパシタ等の複数の回路素子から構成され、それぞれの回路素子と回路素子との間に
隙間が設けられている。これにより、ライトセンサー１４を構成する、例えば、ダイオー
ド、トランジスタ、キャパシタ等の複数の回路素子のそれぞれの間に、設けられている隙
間から光を透過させることができる。このため、ライトセンサー１４を透過領域に設ける
ことにより、バックライト４０から出射された光が前記隙間を透過することになる。この
ため、ライトセンサー１４を反射領域に設ける場合と比較して、透過領域に設けることに
より、透過領域の開口率の低下を一層抑制することができる。
【００４５】
　例えば、ライトセンサー１４を反射領域に設ける場合、絵素３にライトセンサー１４を
設けない場合と比較して、少なくともライトセンサー１４の面積分の反射領域を確保する
必要上、反射領域が大きくなる。さらに、前記反射領域にＴＦＴを設ける場合、ライトセ
ンサー１４とＴＦＴとの間に隙間が生じることになる。このため、少なくとも、この隙間
分の面積とライトセンサー１４の面積との反射領域を確保する必要があり、さらに反射領
域が大きくなる。この結果、透過領域が小さくなり、透過領域の開口率を損失することに
なる。
【００４６】
　それに対し、絵素３にライトセンサー１４を設けない場合と比較して、ライトセンサー
１４を透過領域に設ける場合、ライトセンサー１４を構成する前記複数の回路素子間の前
記隙間が透過領域として寄与するので、ライトセンサー１４の面積から前記隙間の面積を
引いた分だけ前記透過領域の開口率が損失することになる。
【００４７】
　従って、ライトセンサー１４を反射領域に設ける場合と比較して、透過領域に設ける場
合の方が透過領域の開口率の低下を抑制することができる。
【００４８】
　ここで、透過領域における赤色光、青色光および緑色光のそれぞれの色のバランスは、
レジスト材料の選択により行われている。従って、開口部を反射領域に形成する場合とは
異なり、開口部２２ａは、色のバランスを調整するための色別の面積の調整が必要ない。
【００４９】
　また、開口部２２ａと、受光部１４ａとの配置位置は、図２に示すように、前記開口部
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２２ａの右側の辺から受光部１４ａの右側の辺までの長さをＡとし、前記開口部２２ａの
左側の辺から受光部１４ａの左側の辺までの長さをＢとし、前記開口部２２ａの上側の辺
から受光部１４ａの上側の辺までの長さをＣとし、前記開口部２２ａの下側の辺から受光
部１４ａの下側の辺までの長さをＤとした場合、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとも３μｍ以上であるこ
とが好ましい。これにより、第１の基板１０（図１参照）と、第２の基板２０（図１参照
）とを貼り合わせる際に生じるバラツキを考慮し、確実に、前記開口部２２ａと、前記受
光部１４ａとを対向する位置に設けることができる。なお、ＣＦオンアレイの構成（詳細
は後述する）では、基板を貼り合わせるときのバラツキではなく、前記開口部を形成する
フォトリソグラフィーにおける露光の際のマスクのアライメントのバラツキが問題となる
。
【００５０】
　図１に示す遮光レイヤー１２は、バックライト４０から発光される光を遮光するための
ものであり、第１の基板１０において、ライトセンサー１４とバックライト４０との間の
層に設けられている。
【００５１】
　ここで、透過領域に開口部を設けることは下記の課題が生じる。
【００５２】
　カラーフィルターに開口部を設けることにより段差が生じることになる。この段差は、
液晶の配向に乱れが生じる原因となる。そして、液晶の配向に乱れが視認されることによ
りコントラストの低下が懸念される。なお、上記段差は、オーバーコートなどのレベリン
グ用の透明樹脂を上記開口部に形成することにより、低減することが可能であるが、製造
工程が追加されることにより歩留りが低下し、製造コスト、および材料コストが上昇する
。さらに、透過領域の透過率が下がることになる。
【００５３】
　また、カラーフィルター側にマルチギャップ構造が設けられている場合においても、マ
ルチギャップ構造用の透明樹脂と、前記段差を低減するためのレベリング用透明樹脂との
２回コーティングを行うことが必要となり、同様に製造工程が追加されることになる。
【００５４】
　しかしながら、本実施の形態においては、遮光レイヤー１２をライトセンサー１４とバ
ックライト４０との間の層に設け、さらに、ライトセンサー１４を介して、開口部２２ｂ
と対向する位置に形成している。このため、バックライト４０から発光された光が、液晶
層１７の配向乱れが生じている領域を透過しないように、遮光することができる。従って
、カラーフィルター２２に開口部２２ａを設けることにより生じる液晶の配向の乱れが視
認されることを防止することができる。従って、コントラストが低下することを防止する
ことができる。
【００５５】
　さらに、バックライト４０から発光される光が、ライトセンサー１４に入射することを
防止することができる。すなわち、ライトセンサー１４がバックライト４０の光を感知す
ることを防止することができ、正確にライトセンサー１４を機能させることができる。ま
た、開口部２２ａを平坦化するための透明樹脂を形成する必要がない。
【００５６】
　〔反射領域〕
　次に、図１を用い、本実施の形態にかかる液晶表示装置１の絵素３における反射領域の
具体的な構成および作用効果について説明する。
【００５７】
　図１に示すように、絵素３の反射領域の第１の基板１０では、基板１１上層には、絶縁
膜１３、有機絶縁膜１５が形成されており、有機絶縁膜１５上に、アルミなどからなり、
入射してくる光を反射させる反射電極１６が形成されている。また、第１の基板１０の反
射領域には、絶縁膜１３と、有機絶縁膜１５との層間には、図に示さないが、ＴＦＴなど
のスイッチング素子や補助容量などが形成されている。
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【００５８】
　反射領域の第２の基板２０では、基板２１の下層（第１の基板１０側の面）にカラーフ
ィルター２２が形成されている。そして、カラーフィルター２２には開口部２２ｂ（第２
領域）が形成されている。さらに、本実施の形態においては、カラーフィルター２２の下
層にマルチギャップ形成用の透明樹脂２３が形成されている。
【００５９】
　絵素３の周辺の光が、第２の基板２０側から反射領域に入射すると、入射した光は、カ
ラーフィルター２２を通過し、反射電極１６で反射し、再度カラーフィルター２２を透過
し、液晶表示装置１の外部に出射することになる。すなわち、反射領域に入射した光は、
カラーフィルター２２を２回通過する。このため、一般的に、透過領域と反射領域とで同
じレジスト材料を使用し、カラーフィルターを形成した場合、透過領域から出射される光
と比較して、反射領域から出射される光の方が色が濃くなる。
【００６０】
　一方、本実施の形態のように、反射領域のカラーフィルター２２に開口部２２ｂを形成
することにより、反射領域に入射する光の一部、および反射電極１６で反射され、反射領
域から出射される光の一部は、開口部２２ｂを通過することになる。このため、反射領域
のカラーフィルター２２に開口部２２ｂを設けない場合と比較して、反射領域から出射す
る光の色を薄くすることができる。
【００６１】
　これにより、透過領域と反射領域とで同じレジスト材料を使用した場合でも、反射領域
から出射する光の色を、透過領域から出射する光の色に近づけることができる。さらに、
開口部２２ｂを設けることにより、反射電極１６で反射される光の反射率を向上させるこ
とができる。
【００６２】
　以上説明したように、本実施の形態によると、透過領域および反射領域のうち、少なく
とも透過領域を備えて、透過モードの情報表示を行う液晶表示装置において、各絵素３の
透過領域にライトセンサー１４を備えた液晶表示装置１を提供することができる。
【００６３】
　この構成におけるライトセンサー１４は、表示画面２における座標情報の取得手段とし
て機能させることができる。例えば、操作者が、表示画面２のどこかに指または入力ペン
を近づけたことを、ライトセンサー１４が検出することができる。また、情報読み取り対
象の原稿を表示画面２に重ね、バックライト４０の光を原稿に照射すると、その反射光を
ライトセンサー１４が検出することによって、原稿の情報を読み取り、さらに読み取った
情報を、表示画面に表示することができる。
【００６４】
　さらに、本実施の形態の液晶表示装置１は、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのそれぞれにライト
センサー１４を有する構成である。すなわち、液晶表示装置１の表示画面２には画素の数
と等しい数のライトセンサー１４が設けられている。このため、表示画面２において、ラ
イトセンサー１４が配置されている密度が高い。
【００６５】
　このため、ライトセンサー１４を、表示画面２における座標情報の取得手段として利用
する場合は、検出される座標情報の解像度が高い。従って、表示画面２における、入射す
る光の座標を正確に特定することができる。
【００６６】
　例えば、入力ペンや指先などで、表示画面２に接触があった場合、この接触された近傍
のライトセンサー１４が光の強度変化を検出する。これにより、表示画面２における入力
ペンや指先などで接触があった座標を正確に特定することができる。
【００６７】
　さらに、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのいずれか１つにライトセンサー１４を設ける場合と比
較して、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのそれぞれにライトセンサー１４を設けた場合、１つの絵
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素３におけるライトセンサー１４の数が多い。このため、１つの絵素３に対する光検出の
感度を向上させることができる。
【００６８】
　このように、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのそれぞれにライトセンサー１４を形成した場合、
表示画面２に入射される光の位置を特定する座標の解像度が高く、検出感度が高い液晶表
示装置１を実現することができる。
【００６９】
　また、ライトセンサー１４は、上述したように、透過領域のカラーフィルター２２に形
成された開口部２２ａに対応して設けられているので、透過領域の開口率の低下が抑制さ
れている。したがって、透過モードの明るい情報表示を行うことができるタッチパネル機
能を有した液晶表示装置１、あるいは透過モードの明るい情報表示を行うことができるス
キャナ機能を有した液晶表示装置１を実現することができる。また、カメラ機能、指紋セ
ンサー機能を有する液晶表示装置に使用することも好ましい。さらに、本実施の形態のよ
うに、各絵素３に反射領域を設ければ、反射モードの情報表示機能がプラスされる。この
ように、液晶表示装置１は、表示画面２上の座標の特定が要求される機能を有する液晶表
示装置に、特に、好適に使用することができる。
【００７０】
　また、液晶表示装置１においては、ライトセンサー１４に入射する光の強度が弱い場合
は、液晶表示装置１の周囲の明るさが暗いと判定し、バックライト４０を点灯または光の
強度を調整してもよい。すなわち、透過モードと、反射モードとの切り替えを、ライトセ
ンサー１４の出力に基づいて制御することができる。例えば、ライトセンサー１４の出力
が大きく、周囲が明るい状態が検出された場合には、バックライト４０をオフにし、反射
モードの情報表示を行うことができる。その逆に、バックライト４０の出力が小さく、周
囲が暗い状態が検出された場合には、バックライト４０をオンにし、透過モードの情報表
示を行うことができる。
【００７１】
　さらに、液晶表示装置１は、入射する光の強度の低下を抑制し、透過領域の開口率を向
上させた電子機器を構成することができる。また、入射する光の強度の変化があった座標
を正確に特定することができる電子機器を構成することができる。特に、タッチパネル、
スキャナー、カメラ、指紋センサーなどの電子機器に液晶表示装置１を適用することが好
ましい。
【００７２】
　〔付記〕
　また、本実施の形態の液晶表示装置１においては、画素３Ｒ・３Ｂ・３Ｇのカラーフィ
ルター２２うち何れかに開口部２２ａを設け、ライトセンサー１４の受光部１４ａを第１
の基板１０の前記開口部２２ａと対向する領域に設けてもよい。
【００７３】
　図４は、本実施の形態に係る液晶表示装置１の絵素３０の概略を表す平面図である。
【００７４】
　図４に示す絵素３０と、図２に示す絵素３とでは、青色カラーフィルターが形成されて
いる画素３Ｂにのみ開口部２２ａとライトセンサー１４とが設けられていることが異なる
。
【００７５】
　図４に示すように、絵素３０は、赤色カラーフィルターが形成されている画素３０Ｒと
、画素３Ｂと、緑色カラーフィルターが形成されている画素３０Ｇとからなる。画素３０
Ｒ・３０Ｇのそれぞれには反射領域に開口部２２ｂが形成されている。これにより、絵素
３０に入射する光は、画素３Ｂに設けられているライトセンサー１４により光の強度が検
出される。そして、絵素３０を表示画面２（図３参照）にマトリクス状に配置することに
より、表示画面２に入射する光は、１絵素単位でライトセンサー１４によりその強度が検
出されることになる。
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【００７６】
　なお、ライトセンサー１４および開口部２２ｂは、画素３０Ｒまたは画素３０Ｇに形成
してもよい。しかしながら、本実施の形態のように、ライトセンサー１４および開口部２
２ｂは、青色カラーフィルターが形成されている画素３Ｂに形成することが特に好ましい
。
【００７７】
　これは、一般的に、画素Ｒ・画素Ｇ・画素Ｂのうち、画素Ｂが最も単位面積あたりの輝
度が低く、また、ホワイトバランスが変化することに対する影響が小さいからである。開
口部２２ａをカラーフィルター２２に形成することは、開口部２２ａをカラーフィルター
２２に形成しない場合と比較して、開口率の低下を伴うことになる。このため、開口部２
２ａを青色カラーフィルターが形成されている画素３Ｂに形成することにより、開口率の
低下およびホワイトバランスの変化を最小限にすることができる。
【００７８】
　さらに、本実施の形態の液晶表示装置１においては、開口部２２ａ、およびライトセン
サー１４は、絵素３０に１つ配置されていればよい。すなわち、開口部２２ａが形成され
る場所は、画素３０Ｒ・画素３０Ｇ・画素３Ｂのいずれかのカラーフィルター２２の内部
である必要はなく、隣り合うカラーフィルター２２間の境界上であってもよいし、あるい
は、画素３０Ｒ・画素３０Ｇ・画素３Ｂのそれぞれを構成するカラーフィルター２２すべ
てにまたがっていてもよい。
【００７９】
　画素３０Ｒ・画素３０Ｇ・画素３Ｂのそれぞれを構成する複数のカラーフィルター２２
に対して、１つのライトセンサー１４を設けると、１つの絵素３０を単位とする光検出が
可能となる。この場合、ライトセンサー１４を表示画面２における座標情報を取得手段と
して利用する場合には、最小検出単位を１つの絵素３０とする標準的な解像度を得ること
ができる。
【００８０】
　また、この場合、１つの絵素３０に開口部２２ａおよびライトセンサー１４を１つずつ
設けるので、１つの絵素３０全体における透過領域の開口率を必要最大限に高めることが
できる。さらに、開口部２２ａを上記複数のカラーフィルター２２にまたがって形成する
場合には、開口率の損失を上記複数のカラーフィルター２２に分散させることができ、か
つ、色バランスをより精度良く設計することが可能となる。
【００８１】
　なお、本実施の形態においては、反射領域に開口部２２ｂが形成され、反射領域に透明
樹脂２３を設けることにより、マルチギャップ構造の液晶表示装置１として説明したが、
開口部２２ｂおよび透明樹脂２３は省略した構成としてもよい。
【００８２】
　また、本実施の形態においては、液晶表示装置１は、透過領域と反射領域とを有する構
成としたが、透過領域からなる構成としてもよい。
【００８３】
　さらに、本実施の形態においては、絵素３は、ライトセンサー１４が第１の基板１０に
形成され、カラーフィルター２２が第２の基板２０に形成される構成としたが、ライトセ
ンサー１４とカラーフィルター２２とが同一の基板に形成されてもよい（ＣＦオンアレイ
）。これについて図５を用い説明する。
【００８４】
　図５は、本実施の形態における絵素４の構成を表す断面図である。
【００８５】
　図５に示すように、絵素４は、第１の基板１８と、第２の基板２５とが液晶層を介在さ
せ、対向して配置されている。第１の基板１８と、第１の基板１０（図１参照）とが異な
るのは、第１の基板１８にはカラーフィルター２２が含まれている点である。そして、第
２の基板２５と、第２の基板２０（図１参照）とが異なるのは、第２の基板２５はカラー
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フィルター２２を含まない点である。
【００８６】
　第１の基板１８のカラーフィルター２２は、有機絶縁膜１５の上層に形成されている。
そして、開口部２２ａは、ライトセンサー１４の受光部１４ａの直上に形成されている。
また、反射領域には、カラーフィルター２２の上層には反射電極１６が形成されている。
そして、図には示さないが、カラーフィルター２２および反射電極１６の上層には、透明
電極が形成されている。また、第２の基板２５の反射領域には透明樹脂２３が形成されて
いる。その他の構成は、絵素３（図１参照）と同様であるため、重複する説明は省略する
。
【００８７】
　図５に示すように、ライトセンサー１４と、カラーフィルター２２とを同一の基板であ
る第１の基板１８上に形成することにより、第１の基板１８と、第２の基板２５とを張り
合わせる際に生じるズレの影響を受けることなく、カラーフィルター２２を第１の基板１
８に形成することができる。なお、開口部２２ａを形成する際のフォトリソグラフィーに
おける露光の際のマスクのアライメントのバラツキは生じるが、基板貼り合わせの際に生
じるバラツキと比較して小さい。
【００８８】
　また、カラーフィルター２２を基板２１上に形成する場合と比較して、開口部２２ａと
ライトセンサー１４の受光部１４ａとの距離を小さくすることができる。このため、カラ
ーフィルター２２を基板２１上に形成する場合と比較して、開口部２２ａを精度よく、ラ
イトセンサー１４の受光部１４ａの直上に形成することができる。これにより、開口部２
２ａとライトセンサー１４の受光部１４ａとの位置ズレによる誤差を小さくすることがで
きるので、開口部２２ａおよびライトセンサー１４の面積を小さくすることができる。従
って、透過領域の開口率の低下をさらに抑制することができる。
【００８９】
　本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、前記実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９０】
　本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、カラーフィルター層が形成され
ているドット領域を有し、光源から出射された光を透過させることにより情報表示を行う
透過領域を、前記ドット領域に有する液晶表示装置において、前記透過領域のカラーフィ
ルター層に、透過率が色層より高い領域である第１領域が形成され、前記透過領域に、入
射する光の強度を検出する光検出素子が形成され、前記光検出素子に入射する光は、前記
第１領域を通過して前記光検出素子に直接入射することを特徴としている。
【００９１】
　前記構成により、液晶表示装置に対する外光は、前記第１領域を透過して、前記光検出
素子に直接入射する。すなわち、前記光検出素子に入射する光は前記カラーフィルター層
を透過することなく、前記光検出素子に直接入射する。このため、前記カラーフィルター
を透過することにより、前記光検出素子に入射する光の強度が低下することを抑制するこ
とができる。いいかえると、前記光検出素子の受光感度の低下を抑制することができる。
このため、前記カラーフィルター層に前記第１領域が形成されていない場合と比較して、
前記光検出素子の面積を小さくすることができる。従って、光検出素子を備え、透過領域
の開口率の低下を抑制した液晶表示装置を実現することができる。
【００９２】
　前記透過率が色層より高い領域である第１領域は、４００ｎｍから７００ｎｍまでの波
長領域に対して、好ましくは全範囲で８０％以上の透過率、更に好ましくは全範囲で９０
％以上の透過率であることが望ましい。
【００９３】
　前記第１領域の透過率が高いほど、上述したように、前期光検出素子の面積をより小さ



(14) JP 4995279 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

くすること（面積縮小）が可能になる。また、特定の可視光波長に対して透過率の大小が
あり、着色している場合、反射表示に該着色が重畳し、反射表示の色味を損なう。そのた
め、前記第１領域は、可視光波長領域である４００ｎｍから７００ｎｍの波長領域に対し
て、おしなべて透過率が高いことが望ましい。
【００９４】
　なお、液晶表示装置に対する外光とは、液晶表示装置が置かれた環境における周囲光、
すなわち、太陽光および照明光などが含まれ、さらに、液晶表示装置が内蔵する光源が発
した光が、カラーフィルター層の近くに配された情報読み取り対象の原稿などで反射され
た光なども含まれる。
【００９５】
　本発明の液晶表示装置においては、第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向
して配置され、前記光検出素子は第１の基板に形成され、前記カラーフィルター層は第２
の基板に形成され、前記カラーフィルター層に形成されている前記第１領域は、前記光検
出素子の受光部に対向する位置に形成されていることが好ましい。
【００９６】
　前記構成により、第２の基板の周辺の光（外光）が前記第１領域を通過して、前記光検
出素子の受光部に、確実に入射することになる。このため、前記光検出素子は、確実に前
記第２の基板を通る外光の強度を検出することができる。また、前記第１領域、前記光検
出素子のなかでも受光部に対向する位置の前記カラーフィルター層に形成されていればよ
い。これにより、前記第１領域は、必要最小限の面積ですむ。
【００９７】
　さらに、前記光検出素子を第１の基板に形成し、前記カラーフィルター層を第２の基板
に形成することにより、前記光検出素子を第１の基板に形成する工程と、前記着色層を第
２の基板に形成する工程とを別工程にすることができる。このため、製造時間を短縮する
ことができる。
【００９８】
　本発明の液晶表示装置においては、第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向
して配置され、前記光検出素子、および前記カラーフィルター層は第１の基板に形成され
、前記カラーフィルター層は、前記光検出素子の上層に形成されており、前記カラーフィ
ルター層に形成されている前記第１領域は、前記光検出素子の受光部の直上に形成されて
いることが好ましい。
【００９９】
　前記構成のように、光検出素子と、前記カラーフィルター層とを同一の基板上に形成す
ることにより、第１の基板と、第２の基板とを張り合わせる際に生じるズレの影響を受け
ることなく、カラーフィルター層を第１の基板に形成することができる。さらに、前記カ
ラーフィルター層を前記第２の基板に形成する場合と比較して、前記第１領域と前記光検
出素子との距離を小さくすることができる。
【０１００】
　このため、カラーフィルター層を第２の基板に形成する場合と比較して、前記第１領域
を精度よく、前記光検出素子の受光部の直上に形成することができる。これにより、前記
第１領域と前記光検出素子の受光部との位置ズレによる誤差を小さくすることができるの
で、前記第１領域および前記光検出素子の面積を小さくすることができる。従って、透過
領域の開口率の低下をさらに抑制することができる。
【０１０１】
　本発明の液晶表示装置においては、前記光検出素子は、複数の素子が並設されてなり、
前記複数の素子のそれぞれの間には隙間が設けられていることが好ましい。
【０１０２】
　前記構成のように、前記光検出素子は、例えば、ダイオード、トランジスタ、キャパシ
タ等の複数の回路素子から構成され、それぞれの回路素子と回路素子との間に隙間が設け
られていることにより、前記光検出素子は、前記複数の回路素子のそれぞれの間に、設け
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られている隙間から光を透過させることができる。このため、前記光検出素子を透過領域
に設けることにより、前記光源から出射された光が前記隙間を透過することになる。この
ため前記構成により、透過領域の開口率の低下を一層抑制することができる。
【０１０３】
　さらに、例えば、前記ドット領域に反射領域が設けられ、前記光検出素子を反射領域に
設ける場合、前記ドット領域に前記光検出素子を設けない場合と比較して、少なくとも前
記光検出素子の面積分の反射領域を確保する必要上、反射領域が大きくなる。また、前記
反射領域に画素駆動素子（スイッチング素子）を設ける場合、前記光検出素子と前記スイ
ッチング素子との間に隙間が生じることになる。このため、少なくとも、この隙間分の面
積と前記光検出素子の面積との反射領域を確保する必要があり、さらに反射領域が大きく
なる。この結果、透過領域が小さくなり、透過領域の開口率を損失することになる。
【０１０４】
　それに対し、前記ドット領域に前記光検出素子を設けない場合と比較して、前記光検出
素子を前記透過領域に設ける場合、前記光検出素子を構成する前記複数の回路素子間の前
記隙間が透過領域として寄与するので、前記光検出素子の面積から前記隙間の面積を引い
た分だけ前記透過領域の開口率が損失することになる。
【０１０５】
　従って、前記光検出素子を反射領域に設ける場合と比較して、透過領域に設ける場合の
方が透過領域の開口率の低下を抑制することができる。
【０１０６】
　本発明の液晶表示装置においては、前記第１の基板の外側に光源が設けられており、前
記光源と前記光検出素子との間に、前記光源から発光される光を遮光する遮光層が形成さ
れており、前記遮光層は、前記光検出素子を介して、前記第１領域と対向する領域に形成
されていることが好ましい。
【０１０７】
　これにより、前記光源から発光される光が、前記光検出素子に入射することを防止する
ことができる。このため、前記光検出素子は、光源の光の影響を受けずに、前記第２の基
板側から入射する外光の強度を正確に検出することができる。
【０１０８】
　ここで、前記第１領域を設けることにより、前記着色層に段差が生じることになる。こ
の段差により、液晶層に配向の乱れが生じるので、光源からの光を透過させることにより
情報表示を行う場合に、表示品位が低下するおそれがある。しかしながら、前記構成のよ
うに前記遮光層を前記光検出素子を介して、前記第１領域と対向する領域に形成すること
により、前記光源から発光される光が、前記第１領域形成されている領域を通過しないよ
うに遮光することができる。従って、前記第１領域に起因して生じる配向の乱れが視認さ
れることを防止することができ、コントラストの低下が視認されることを防止することが
できる。さらに、前記段差を平坦化するために前記第１領域に平坦化膜を設ける必要がな
い。
【０１０９】
　本発明の液晶表示装置においては、反射板が形成され、当該反射板で光を反射させるこ
とにより情報表示を行う反射領域を、前記ドット領域に含むことが好ましい。
【０１１０】
　前記構成により、前記ドット領域にカラーフィルター層を介して前述した外光が入射す
ると、前記反射板で反射されることになる。このため、液晶表示装置の置かれた環境が明
るい場合は、前記反射板で反射される反射光を用い、静止画、動画、文字など（以下、画
像などと略記する）を液晶表示装置に表示させる反射モードを使用することができる。こ
れにより、反射モードでは光源が必要ないため、消費電力を低減することができる。
【０１１１】
　なお、光源からの光を透過させることにより情報表示を行う透過モードと、周囲光を利
用した上記反射モードとの切り替えを、上記光検出素子の出力に基づいて制御することが
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できる。例えば、上記光検出素子の出力が大きく、周囲が明るい状態が検出された場合に
は、光源をオフにし、反射モードの情報表示を行うことができる。その逆に、上記光検出
素子の出力が小さく、周囲が暗い状態が検出された場合には、光源をオンにし、透過モー
ドの情報表示を行うことができる。
【０１１２】
　また、前記構成は、前記透過領域と、前記反射領域とが設けられている液晶表示装置に
おいて、前記光検出素子が前記透過領域に設けられている構成である。このため、前記光
検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較して、前記反射領域の面積を小さくすること
ができる。すなわち、前記光検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較すると、透過領
域の面積を大きくすることができるので、前記透過領域の開口率を上げることができる。
【０１１３】
　従って、前記光検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較して、液晶表示装置の実用
範囲を広げた前記光検出素子を備えた液晶表示装置を実現することができる。
【０１１４】
　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複
数のカラーフィルター層が並設され、前記複数のカラーフィルター層のそれぞれに前記第
１領域が形成され、前記光検出素子は、前記第１領域のそれぞれに対向するように前記第
１の基板に設けられていることが好ましい。
【０１１５】
　前記構成によると、前記第１領域と前記光検出素子とは、前記並設される複数のカラー
フィルター層の数だけ設けられている。このため、１つのドット領域に設ける光検出素子
の数が増えるので、１つのドット領域に対する光検出の感度を向上させることができる。
また、ドット領域をマトリクス状に配列させ、光検出素子を座標情報の取得手段として利
用する場合には、解像度を向上させることができる。
【０１１６】
　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複
数のカラーフィルター層が並設され、前記複数のカラーフィルター層における１箇所に前
記第１領域が形成され、前記光検出素子は、前記第１領域に対向するように前記第１の基
板に設けられていることが好ましい。
【０１１７】
　前記構成によれば、前記第１領域は、並設された前記複数のカラーフィルター層の１箇
所に形成されている。この形成箇所は、必ずしもどれか１つのカラーフィルター層の内部
である必要はなく、隣り合うカラーフィルター層の境界上であってもよいし、あるいは、
３つ以上のカラーフィルター層の全部にまたがっていてもよい。
【０１１８】
　複数のカラーフィルター層に対して、１つの光検出素子を設けると、１つのドット領域
を単位とする光検出が可能になる。例えば、ドット領域をマトリクス状に配列させ、光検
出素子を座標情報の取得手段として利用する場合には、最小検出単位を１ドットとする標
準的な解像度を得ることができる。
【０１１９】
　また、１つのドット領域に、第１領域および光検出素子を１つずつ設けるので、１つの
ドット領域全体における透過領域の開口率を必要最大限に高めることができる。
【０１２０】
　さらに、第１領域を複数のカラーフィルター層にまたがって形成する場合には、開口率
の損失を複数のカラーフィルター層に分散させることができ、かつ、色バランスをより精
度良く設計することが可能になる。
【０１２１】
　本発明の液晶表示装置においては、異なる波長の光を透過する前記複数のカラーフィル
ター層は、赤色光を透過する赤色フィルターと、緑色光を透過する緑色フィルターと、青
色光を透過する青色フィルターとであり、前記第１領域は前記青色フィルターに形成され
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ていることが好ましい。
【０１２２】
　ここで、一般的に、赤色光、緑色光、および青色光のうち青色光が最も、単位面積あた
りの光の強度が低く、また、色バランス（ホワイトバランス）が変化することに対して影
響が小さい。従って、前記第１領域を青色フィルターに形成することにより、透過領域の
開口率の低下および色バランスの変化を最小限にして、前記光センサー素子に入射する光
の強度が低下することを抑制することができる。
【０１２３】
　前記反射領域の前記カラーフィルター層に他の透過率が色層より高い領域である第２領
域が形成されていることが好ましい。ここで、前記反射領域から出射する光は、前記反射
領域に前記外光が入射する際、および前記反射板により反射され、前記反射領域から出射
する際の２回、前記カラーフィルター層を通過することになる。このため、透過領域から
出射される光と比較して、反射領域から出射される光は、光の強度が低下し、色が濃くな
る。
【０１２４】
　そこで前記構成により、前記反射領域に入射および出射する外光は、前記第２領域を通
過することになる。このため、前記反射領域の前記カラーフィルター層に前記第２領域を
設けない場合と比較して、前記反射領域に入射および出射する光の強度の低下を抑制する
ことができる。すなわち、前記反射領域に入射する外光の反射率を向上させることができ
、また、反射領域から出射する外光の色を透過領域から出射する光の色に近づけることが
できる。
【０１２５】
　なお、前記ドット領域に、異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルター層を並設
する構成と反射領域を設ける構成とを組み合わせた場合、反射領域における第１領域をカ
ラーフィルター層毎に設け、第１領域の面積をカラーフィルター層に応じて変えることが
好ましい。
【０１２６】
　これにより、第１領域の面積の大小によって、反射モードの情報表示の色バランスを調
整することができる。
【０１２７】
　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域がマトリクス状に形成されている表
示領域を備えていることが好ましい。
【０１２８】
　これにより、透過領域および反射領域のうち、少なくとも透過領域を備えて、透過モー
ドの情報表示を行う液晶表示装置において、各ドット領域の透過領域に光検出素子を備え
た液晶表示装置を提供することができる。
【０１２９】
　この構成における光検出素子は、表示領域における座標情報の取得手段として機能する
。例えば、操作者が、表示領域内のどこかに指または入力ペンを近づけたことを、光検出
素子が検出することができる。また、情報読み取り対象の原稿を表示領域に重ね、光源の
光を原稿に照射すると、その反射光を光検出素子が検出することによって、原稿の情報を
読み取り、さらに読み取った情報を、表示領域に表示することができる。
【０１３０】
　光検出素子は、既に説明したように、透過領域のカラーフィルター層に形成された非着
色領域に対応して設けられているので、透過領域の開口率の低下が抑制されている。した
がって、透過モードの明るい情報表示を行うことができるタッチパネル機能を有した液晶
表示装置、あるいは透過モードの明るい情報表示を行うことができるスキャナー機能を有
した液晶表示装置を実現することができる。
【０１３１】
　さらに、各ドット領域に反射領域を設ければ、反射モードの情報表示機能がプラスされ
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る。
【０１３２】
　本発明の電子機器においては、前記液晶表示装置を備えていることが好ましい。これに
より、最小検出単位を１ドットとする光検出素子を備え、透過領域の開口率の低下を抑制
した液晶表示装置を備えた電子機器を構成することができる。
【０１３３】
　以上のように、本発明の液晶表示装置は、カラーフィルター層が形成されているドット
領域を有し、前記ドット領域に、光を透過する透過領域を有する液晶表示装置において、
前記透過領域のカラーフィルター層に透過率が色層より高い領域である第１領域が形成さ
れ、前記透過領域に、入射する光の強度を検出する光検出素子が形成され、前記光検出素
子に入射する光は、前記第１領域を通過して前記光検出素子に直接入射する構成である。
【０１３４】
　このため、最小検出単位を１ドットとする光検出素子を備え、透過領域の開口率の低下
を抑制した液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
【０１３５】
　本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、カラーフィルター層が形成され
ているドット領域を有し、光源から出射された光を透過させることにより情報表示を行う
透過領域を、前記ドット領域に有する液晶表示装置において、前記透過領域のカラーフィ
ルター層に非着色領域が形成され、前記透過領域に、入射する光の強度を検出する光検出
素子が形成され、前記光検出素子に入射する光は、前記非着色領域を通過して前記光検出
素子に直接入射することを特徴としている。
【０１３６】
　前記構成により、液晶表示装置に対する外光は、前記非着色領域を透過して、前記光検
出素子に直接入射する。すなわち、前記光検出素子に入射する光は前記カラーフィルター
層を透過することなく、前記光検出素子に直接入射する。このため、前記カラーフィルタ
ーを透過することにより、前記光検出素子に入射する光の強度が低下することを抑制する
ことができる。いいかえると、前記光検出素子の受光感度の低下を抑制することができる
。このため、前記カラーフィルター層に前記非着色領域が形成されていない場合と比較し
て、前記光検出素子の面積を小さくすることができる。従って、光検出素子を備え、透過
領域の開口率の低下を抑制した液晶表示装置を実現することができる。
【０１３７】
　なお、液晶表示装置に対する外光とは、液晶表示装置が置かれた環境における周囲光、
すなわち、太陽光および照明光などが含まれ、さらに、液晶表示装置が内蔵する光源が発
した光が、カラーフィルター層の近くに配された情報読み取り対象の原稿などで反射され
た光なども含まれる。
【０１３８】
　本発明の液晶表示装置においては、第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向
して配置され、前記光検出素子は第１の基板に形成され、前記カラーフィルター層は第２
の基板に形成され、前記カラーフィルター層に形成されている前記非着色領域は、前記光
検出素子の受光部に対向する位置に形成されていることが好ましい。
【０１３９】
　前記構成により、第２の基板の周辺の光（外光）が前記非着色領域を通過して、前記光
検出素子の受光部に、確実に入射することになる。このため、前記光検出素子は、確実に
前記第２の基板を通る外光の強度を検出することができる。また、前記非着色領域は、前
記光検出素子のなかでも受光部に対向する位置の前記カラーフィルター層に形成されてい
ればよい。これにより、前記非着色領域は、必要最小限の面積ですむ。
【０１４０】
　さらに、前記光検出素子を第１の基板に形成し、前記カラーフィルター層を第２の基板
に形成することにより、前記光検出素子を第１の基板に形成する工程と、前記着色層を第
２の基板に形成する工程とを別工程にすることができる。このため、製造時間を短縮する
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ことができる。
【０１４１】
　本発明の液晶表示装置においては、第１の基板と、第２の基板とが液晶層を介して対向
して配置され、前記光検出素子、および前記カラーフィルター層は第１の基板に形成され
、前記カラーフィルター層は、前記光検出素子の上層に形成されており、前記カラーフィ
ルター層に形成されている前記非着色領域は、前記光検出素子の受光部の直上に形成され
ていることが好ましい。
【０１４２】
　前記構成のように、光検出素子と、前記カラーフィルター層とを同一の基板上に形成す
ることにより、第１の基板と、第２の基板とを張り合わせる際に生じるズレの影響を受け
ることなく、カラーフィルター層を第１の基板に形成することができる。さらに、前記カ
ラーフィルター層を前記第２の基板に形成する場合と比較して、前記非着色領域と前記光
検出素子との距離を小さくすることができる。このため、カラーフィルター層を第２の基
板に形成する場合と比較して、前記非着色領域を精度よく、前記光検出素子の受光部の直
上に形成することができる。これにより、上記非着色領域と前記光検出素子の受光部との
位置ズレによる誤差を小さくすることができるので、前記非着色領域および前記光検出素
子の面積を小さくすることができる。従って、透過領域の開口率の低下をさらに抑制する
ことができる。
【０１４３】
　本発明の液晶表示装置においては、前記光検出素子は、複数の素子が並設されてなり、
前記複数の素子のそれぞれの間には隙間が設けられていることが好ましい。
【０１４４】
　前記構成のように、前記光検出素子は、例えば、ダイオード、トランジスタ、キャパシ
タ等の複数の回路素子から構成され、それぞれの回路素子と回路素子との間に隙間が設け
られていることにより、前記光検出素子は、前記複数の回路素子のそれぞれの間に、設け
られている隙間から光を透過させることができる。このため、前記光検出素子を透過領域
に設けることにより、前記光源から出射された光が前記隙間を透過することになる。この
ため前記構成により、透過領域の開口率の低下を一層抑制することができる。
【０１４５】
　さらに、例えば、前記ドット領域に反射領域が設けられ、前記光検出素子を反射領域に
設ける場合、前記ドット領域に前記光検出素子を設けない場合と比較して、少なくとも前
記光検出素子の面積分の反射領域を確保する必要上、反射領域が大きくなる。また、前記
反射領域に画素駆動素子（スイッチング素子）を設ける場合、前記光検出素子と前記スイ
ッチング素子との間に隙間が生じることになる。このため、少なくとも、この隙間分の面
積と前記光検出素子の面積との反射領域を確保する必要があり、さらに反射領域が大きく
なる。この結果、透過領域が小さくなり、透過領域の開口率を損失することになる。
【０１４６】
　それに対し、前記ドット領域に前記光検出素子を設けない場合と比較して、前記光検出
素子を前記透過領域に設ける場合、前記光検出素子を構成する前記複数の回路素子間の前
記隙間が透過領域として寄与するので、前記光検出素子の面積から前記隙間の面積を引い
た分だけ前記透過領域の開口率が損失することになる。
【０１４７】
　従って、前記光検出素子を反射領域に設ける場合と比較して、透過領域に設ける場合の
方が透過領域の開口率の低下を抑制することができる。
【０１４８】
　本発明の液晶表示装置においては、前記第１の基板の外側に光源が設けられており、前
記光源と前記光検出素子との間に、前記光源から発光される光を遮光する遮光層が形成さ
れており、前記遮光層は、前記光検出素子を介して、前記非着色領域と対向する領域に形
成されていることが好ましい。
【０１４９】
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　これにより、前記光源から発光される光が、前記光検出素子に入射することを防止する
ことができる。このため、前記光検出素子は、光源の光の影響を受けずに、前記第２の基
板側から入射する外光の強度を正確に検出することができる。
【０１５０】
　ここで、前記非着色領域を設けることにより、前記着色層に段差が生じることになる。
この段差により、液晶層に配向の乱れが生じるので、光源からの光を透過させることによ
り情報表示を行う場合に、表示品位が低下するおそれがある。しかしながら、前記構成の
ように前記遮光層を前記光検出素子を介して、前記非着色領域と対向する領域に形成する
ことにより、前記光源から発光される光が、前記非着色領域が形成されている領域を通過
しないように遮光することができる。従って、前記非着色領域に起因して生じる配向の乱
れが視認されることを防止することができ、コントラストの低下が視認されることを防止
することができる。さらに、前記段差を平坦化するために前記非着色領域に平坦化膜を設
ける必要がない。
【０１５１】
　本発明の液晶表示装置においては、反射板が形成され、当該反射板で光を反射させるこ
とにより情報表示を行う反射領域を、前記ドット領域に含むことが好ましい。
【０１５２】
　前記構成により、前記ドット領域にカラーフィルター層を介して前述した外光が入射す
ると、前記反射板で反射されることになる。このため、液晶表示装置の置かれた環境が明
るい場合は、前記反射板で反射される反射光を用い、静止画、動画、文字など（以下、画
像などと略記する）を液晶表示装置に表示させる反射モードを使用することができる。こ
れにより、反射モードでは光源が必要ないため、消費電力を低減することができる。
【０１５３】
　なお、光源からの光を透過させることにより情報表示を行う透過モードと、周囲光を利
用した上記反射モードとの切り替えを、上記光検出素子の出力に基づいて制御することが
できる。例えば、上記光検出素子の出力が大きく、周囲が明るい状態が検出された場合に
は、光源をオフにし、反射モードの情報表示を行うことができる。その逆に、上記光検出
素子の出力が小さく、周囲が暗い状態が検出された場合には、光源をオンにし、透過モー
ドの情報表示を行うことができる。
【０１５４】
　また、前記構成は、前記透過領域と、前記反射領域とが設けられている液晶表示装置に
おいて、前記光検出素子が前記透過領域に設けられている構成である。このため、前記光
検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較して、前記反射領域の面積を小さくすること
ができる。すなわち、前記光検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較すると、透過領
域の面積を大きくすることができるので、前記透過領域の開口率を上げることができる。
【０１５５】
　従って、前記光検出素子を前記反射領域に設ける場合と比較して、液晶表示装置の実用
範囲を広げた前記光検出素子を備えた液晶表示装置を実現することができる。
【０１５６】
　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複
数のカラーフィルター層が並設され、前記複数のカラーフィルター層のそれぞれに前記非
着色領域が形成され、前記光検出素子は、前記非着色領域のそれぞれに対向するように前
記第１の基板に設けられていることが好ましい。
【０１５７】
　前記構成によると、前記非着色領域と前記光検出素子とは、前記並設される複数のカラ
ーフィルター層の数だけ設けられている。このため、１つのドット領域に設ける光検出素
子の数が増えるので、１つのドット領域に対する光検出の感度を向上させることができる
。また、ドット領域をマトリクス状に配列させ、光検出素子を座標情報の取得手段として
利用する場合には、解像度を向上させることができる。
【０１５８】
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　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域には、異なる波長の光を透過する複
数のカラーフィルター層が並設され、前記複数のカラーフィルター層における１箇所に前
記非着色領域が形成され、前記光検出素子は、前記非着色領域に対向するように前記第１
の基板に設けられていることが好ましい。
【０１５９】
　前記構成によれば、前記非着色領域は、並設された前記複数のカラーフィルター層の１
箇所に形成されている。この形成箇所は、必ずしもどれか１つのカラーフィルター層の内
部である必要はなく、隣り合うカラーフィルター層の境界上であってもよいし、あるいは
、３つ以上のカラーフィルター層の全部にまたがっていてもよい。
【０１６０】
　複数のカラーフィルター層に対して、１つの光検出素子を設けると、１つのドット領域
を単位とする光検出が可能になる。例えば、ドット領域をマトリクス状に配列させ、光検
出素子を座標情報の取得手段として利用する場合には、最小検出単位を１ドットとする標
準的な解像度を得ることができる。
【０１６１】
　また、１つのドット領域に、非着色領域および光検出素子を１つずつ設けるので、１つ
のドット領域全体における透過領域の開口率を必要最大限に高めることができる。
【０１６２】
　さらに、非着色領域を複数のカラーフィルター層にまたがって形成する場合には、開口
率の損失を複数のカラーフィルター層に分散させることができ、かつ、色バランスをより
精度良く設計することが可能になる。
【０１６３】
　本発明の液晶表示装置においては、異なる波長の光を透過する前記複数のカラーフィル
ター層は、赤色光を透過する赤色フィルターと、緑色光を透過する緑色フィルターと、青
色光を透過する青色フィルターとであり、前記非着色領域は前記青色フィルターに形成さ
れていることが好ましい。
【０１６４】
　ここで、一般的に、赤色光、緑色光、および青色光のうち青色光が最も、単位面積あた
りの光の強度が低く、また、色バランス（ホワイトバランス）が変化することに対して影
響が小さい。従って、前記非着色領域を青色フィルターに形成することにより、透過領域
の開口率の低下および色バランスの変化を最小限にして、前記光センサー素子に入射する
光の強度が低下することを抑制することができる。
【０１６５】
　前記反射領域の前記カラーフィルター層に他の非着色領域が形成されていることが好ま
しい。ここで、前記反射領域から出射する光は、前記反射領域に前記外光が入射する際、
および前記反射板により反射され、前記反射領域から出射する際の２回、前記カラーフィ
ルター層を通過することになる。このため、透過領域から出射される光と比較して、反射
領域から出射される光は、光の強度が低下し、色が濃くなる。
【０１６６】
　そこで前記構成により、前記反射領域に入射および出射する外光は、前記他の非着色領
域を通過することになる。このため、前記反射領域の前記カラーフィルター層に前記他の
非着色領域を設けない場合と比較して、前記反射領域に入射および出射する光の強度の低
下を抑制することができる。すなわち、前記反射領域に入射する外光の反射率を向上させ
ることができ、また、反射領域から出射する外光の色を透過領域から出射する光の色に近
づけることができる。
【０１６７】
　なお、前記ドット領域に、異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルター層を並設
する構成と反射領域を設ける構成とを組み合わせた場合、反射領域における非着色領域を
カラーフィルター層毎に設け、非着色領域の面積をカラーフィルター層に応じて変えるこ
とが好ましい。
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　これにより、非着色領域の面積の大小によって、反射モードの情報表示の色バランスを
調整することができる。
【０１６９】
　本発明の液晶表示装置においては、前記ドット領域がマトリクス状に形成されている表
示領域を備えていることが好ましい。
【０１７０】
　これにより、透過領域および反射領域のうち、少なくとも透過領域を備えて、透過モー
ドの情報表示を行う液晶表示装置において、各ドット領域の透過領域に光検出素子を備え
た液晶表示装置を提供することができる。
【０１７１】
　この構成における光検出素子は、表示領域における座標情報の取得手段として機能する
。例えば、操作者が、表示領域内のどこかに指または入力ペンを近づけたことを、光検出
素子が検出することができる。また、情報読み取り対象の原稿を表示領域に重ね、光源の
光を原稿に照射すると、その反射光を光検出素子が検出することによって、原稿の情報を
読み取り、さらに読み取った情報を、表示領域に表示することができる。
【０１７２】
　光検出素子は、既に説明したように、透過領域のカラーフィルター層に形成された非着
色領域に対応して設けられているので、透過領域の開口率の低下が抑制されている。した
がって、透過モードの明るい情報表示を行うことができるタッチパネル機能を有した液晶
表示装置、あるいは透過モードの明るい情報表示を行うことができるスキャナー機能を有
した液晶表示装置を実現することができる。
【０１７３】
　さらに、各ドット領域に反射領域を設ければ、反射モードの情報表示機能がプラスされ
る。
【０１７４】
　本発明の電子機器においては、前記液晶表示装置を備えていることが好ましい。これに
より、最小検出単位を１ドットとする光検出素子を備え、透過領域の開口率の低下を抑制
した液晶表示装置を備えた電子機器を構成することができる。
【０１７５】
　以上のように、本発明の液晶表示装置は、カラーフィルター層が形成されているドット
領域を有し、前記ドット領域に、光を透過する透過領域を有する液晶表示装置において、
前記透過領域のカラーフィルター層に非着色領域が形成され、前記透過領域に、入射する
光の強度を検出する光検出素子が形成され、前記光検出素子に入射する光は、前記非着色
領域を通過して前記光検出素子に直接入射する構成である。
【０１７６】
　このため、最小検出単位を１ドットとする光検出素子を備え、透過領域の開口率の低下
を抑制した液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０１７７】
　本発明は、透過領域の開口率が低下することを抑制して、入射される光の低下を抑制す
ることができるため、例えばＰＤＡやゲーム機等タッチパネル機能を有する液晶表示装置
およびモバイル用電子機器に適用できるばかりでなく、入射される光の強度を正確に検出
することを要求される電子機器に広く適用することができる。
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